
令和3年4月13日

厚生労働大臣 殿

機関名 I遡立感染症研究i

所属研究機関長職名所長

氏名脇田隆字

次の職員の令和

ては以下のとお

, |研究事業名

2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理癖査状況及び利益相反等の管理につい

りです。

食品の安全確保推進研究事業

2．研究課題名

3．研究者名 （

食中毒鯛査の迅速化・高度化及び広域食中毒発生時の早期探知等に資する研究

所属部局 l職名） 副所長

(氏名・フリガナ） 大西真・オオニシマコト

4倫理審査の状況

(Xl)

未審査(※2）

ロ

ロ

ロ

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入

審盃済み 審査した機関

ロ

ロ

ロ

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治旅等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

■
■
■

ロ
ロ
ロ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ 医!■’ ■

その他、咳当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□□ ■ ■

(※!)当餓研究宥が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理術針に関する倫理婆員会の審査が済んでい許場合は｢審査済みjにチェッ
クし一部若しくは全部の群壷が完了していない場合は． 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に嶋合は、その理由を記戦すること．

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針』や『臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’受職■ 未受鮴□研究倫理教育の受榊状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無口(無の場合はその理由：
Ｌ

団

■

且

〃

有■無口(無の場合は婆舵先機関当研究機関におけるCOI委貝会股臘の有無 ）

）当研究に係るCOIについての報告．審査の有無 有■無□(無の嶋合はその理由

）有口無■（有の蝿合はその内容当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

’
該当する□にチェックを入れること．

分担研究者の所属する機1側の良も作成すること．

(剖意耶項）



令和3年3月 ｛0日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名 石橋達 E

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理

ては以下のとおりです。

M審査状況及び利雛相梗等の糖理I いこ『つ

1．研究事業名食品の安全確保推進研究事業

2．研究課題名食中毒訓査の迅速化・碕陛化及び広域食中毒発生時の鼻

3．研究者名 （所属部局・職名） 大学院医学研究院・教授

L期探知等に資する研究

(氏名・フリガナ） 林哲也・ハヤシテツヤ

4倫理審査の状況

咳当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xi)

｜未審査(蕊2）審交済み 審査した機関

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療難臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

□ ■

□ ■

□|■

:－
ロ
ー
ロ□ ■

厚生労働省の所管する実施機関における勤物実験
蝉の実施に関する雑木指針

□□□ ■

その他、咳当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称？ ）

-LvJ1哩、 I擁＝ソウ唖’1110＝JMェ1Jザ牢毎LV季卿U／、ソーL一一

口 ■ ロ ロ
（指針の名称？ ）

(Xl)当骸研究背が当咳研究を実施するに当たり遵守すぺき倫理術針に関する倫理委員会の辮査が済んでい瓢場合は、確立済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 『未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

■画□ ■

(※2）未審迩に場合は、その理由を記戦すること。

(※3）鹿止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する坦合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’受識■ 未受排□研究倫理教育の受瀧状況

6利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会般殴の有無

当研究に係るCOIについての報告・瀞査の有無

）有■無口(無の場合はその理【11：

）有■無□(無の場合は婆舵先機関：

）有■無口(無の鴫合はその理【11

）有ロ無■（有の場合はその内容：当研究に係るCOIについての指導・管理の有無
I

･該当する口にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機股1の優も作成すること。
(留意廟項）



令和3年4月13日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立感染症研究I

所長

脇田隆字 語､｣』臣
次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫日

ては以下のとおりです。

M審査状況及び利益相反等の管理につい

l .研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名 （

食品の安全確保推進研究事業

食中毒調査の迅速化 高度化及び広域食中懇発生時の早期探知等に資する研究

所|耐部 l職名） 感染ｿi 学センター・室:良

(氏名・フリガナ） 砂川正富（スナガワマサトミ）

4．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）

辮査済み 密査した機関 未審査(※2）

□ ロ

ロ ロ

ロ ロ

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

過伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

回
国
画

ロ
ロ
ロ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ □口 圃

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□口 届 |■

(Xl)当該研究者が当咳研究を実施するに当たり遵守すべき倫理脂針に関する倫理穣員会の審査が済んでいる堀合は、 「群恋済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審盃」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に鳩合は、その理由を記戦すること．

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や『臨床研究に関する倫理指針」に単拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

|研究倫理教育の受諭状況 受講圃 未受洲ロ
6．利益相反の管理

有田無口(無の瑚合はその理由；当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有画無口(無の喝合は委詑先機I側 ）

当研究に係るCOIについての報告・審在の有無 有図無口(無の珊合はその理111
Ｌ
１
ｊ
ク

有口無国（有の場合はその内容：当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 ）

(岡意聯項） ・該当するロにチェックを入れること．

・分担研究背の所属する機関の長も作成すること。
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次のI倣闘の令和2年度厚生労仙科学研究澱の調査研究における､倫理審査状況及び利益相以等の笹理につい

ては以Fのとおりです。

l .研究蛎業名食品の安全雌保惟進研究事業

捲堆II:寺の早期探知癖に費す'》研究

3．研究者名 （所風部局･ jIIMi)術生微生物部・部提

（氏名・フリガナ) -I二藤由起子（クドウユキコ）

I 倫理審査の状況

左紀で巌当がある場合のγA記入

審迩済み 審査した機関

砿当性の有無

有 無

口 ■

(･;．I

未審査（※2）

ロ

ロ

ロ

ヒトゲノム・辿伝子解析研究に関する倫理橘側 □

illi伝-f･治撫等臨床研究に閲寸-る指捌 □ ■ 画

人を対象とす為医学系研究に関する倫理指釧' （※3） □ ■ |■

I蝋生労仙省の所管する実施樅|棚におけ患川物実験

錦の実施に関す･る基本指針
■□ ■ □

そげ)他、砿当する倫理指針があれば妃入すること

（桁針‘ﾉ)船称： ）
ロ□ ■ ロ

※l) M銭研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に間する倫珊雲例会の群迩が済んでいる場合は

クし部狩しくは全部の審吏が完rしていない渦合は、 「未審在』 I皇チ諏ソク十ること

その仙（特認聯頃）

群庇済み. i,己チエッ

(灘‘)蝿,1訓1IIv)峻学跡究に鰯する繍叫制,や『臨願緋擁に関す柳蝿榊Hに鮒腿する卿含峨当淋に臓入r愚-と
（※2） ，侭帯弼場合は、その理由を記戦寸-ること

5．陣4：労働分岬の研究活動における不疋行為への対応について
1

1

'

’

1 受識■ 未受柵□yl!敬青の受識状況

6．利縦州反の管理

有■無口(無の塒合はその理由当研究槌捌.こおけるCOIの管理に閲する規定の簸定 ）

当研究槌間におけるCCI委員会設慨の有無 有■無口(無の珊合は姿託先陶劉 ）

当研究に係為COIについての報告・群近の有無 有■無口(無の珊合はその理｢'1 ）

有ロ無■（術の喝合はその内容'11研猟に係るCOIについての橘郷・杵肌の有轆 １

（留鷺'iml) ･砿当する□にチェックを入れる二と

．分担研究者の所凧十る機関の提も作成すること

合

I工Vノ｣｣聖処世'
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令和2年3月26日

令和2年度厚生労働科学研究費

研究者工藤由起子殿 ′悪漉諏露琴’
｜｢了

国立医薬品食品衛生研究所長奥田晴宏 & ‘ I

Lﾕ劇
利益相反委員会における審査の結果について

貴殿よりご報告いただいた利益相反管理のための自己申告曹の内容につ

いて、令和2年3月16日に開催された利益相反委員会において審査を行

った結果を、下記のとおりお知らせいたします。

(事業名）

(課題名）

食品の安全確保推進研究事業

食中毒調査の迅速化・高度化及び広域食中毒発生時の早期探知等に資

する研究

記

自己申告書に記載された内容又は令和2年度厚生労働科学研究費の研

究課題に関して、利益相反委員会から改善に向けた特段の措置等の意見は

示されませんでした。

ただし、利益相反管理における一般的事項として、以下の点について、留

意願います。

1）厚生労働科学研究が企業や団体の意向によってその公正性･信頼性を

損なうことなく進められていることが適切に説明できること。

2）厚生労働科学研究の研究成果がどのように取りまとめられるのか､そ

のプロセスについて適切に説明できること。

3）産学官連携活動による研究成果がどのような形で資金提供側に提供

されるのか契約上明確になっているとともに、産学官連携活動として

実施される官民共同研究以外の厚生労働科学研究とは明確に区別して

研究が進められていることが適切に説明できること。

なお､研究者は､例えば圧力により研究成果の客観性をゆがめることがあ

ってはならないことなどを定めた国立医薬品食品衛生研究所研究者倫理規

準を遵守すべきであることを念のため申し添えます。

事務局：総務部業務課



令和3年4月13日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

岩手大学

学長

小川

年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利次の職員の令和2 うい

りです。ては以下のとお

研究事業名 食品の安全確保推進研究事業I

＃の早期探知等に資す鬘化及び広』塊食中毒発生 ~る研究研究課題名 食I '毒調査の迅速化． ll高I2

（所属部局・職名） 腱学部共同献医学科 教授

（氏名・フリガナ） 寺嶋 淳 （テラジマ ジュン）

状況

3．研究者名

1 .倫理審査の

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

ロ

ロ

該当性の有無

右 雛

(Xi)

未審査(※2）

ロ

ロ

■

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療癖臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理桁針（※3）

■
■
□

□
□
■

厚生労働省の所管する実施機関における醐物実験
聯の実施に関する基本指針

□|■□ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） ’ □ロロ ■

る倫理委員会の審盃が済んでいる場合は、 ｢群海沸み」にチェッ(Xl)当該研究者が当砿研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会《
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 『未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

未審査である理由は、令和2年度においてはまだ人由来の分離株を用いた研究を実施してい
（※2）未審盃に嶋合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の『疫学研究に関する倫理術針」や「臨床研究に関する倫理術針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

ないため。

’’ 受講■ 未受講□研究倫理教育の受淵状況

6．利益相反の哲理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無口(無の場合はその理由 ）

）有■無口(無の場合は萎舵先機関：当研究機関におけるCOI委員会股職の有無

有■無口(無の場合はそのIII!Ih ）淵研究に係るCOIについての報告・審査の有無

有口無■（有の場合はその内容 ノ

(翻意耶項） ･談当するロにチェックを入れること．

･分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年4月13日
厚生労働大臣殿

晨剛匡

機関名

所属研究機関長職名

国立感染症研究

所長

脇田隆字氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反奪あ管理1宮方TT

ては以下のとおりです。

1．研究事業名 厚生労仙科学研究費補助金食品の安全確保推進研

2．研究課題名 食中澁鯛査の迅速化・高度化及び広域食中継発生時a

3．研究者名 （所属部･ j職名）感染症危機管理研究センター・主任研割

f発生時の

豆任研究

究聯業

早期探知等に資する研究

官

(氏名・フリガナ）平井晋一郎・ヒライシンイチロウ

4倫理審交の状況

左肥で|恢当があるj"合のみ肥入〈※1）

辮査済み 聯流した機関 未聯査(燕2〉

□ ロ

ロ ロ

ロ ロ

該当性の:ir!IM

何 無

ヒトゲノム・泄伝子解析研究にIMする倫理指針 ■
■
■

□
ロ
ロ

遺伝子治旅蝉臨床研究に|側する脂針

人を対離とする医学系研究に側する倫理指齢(※3）

厚生労働省の所笹する実施微IMにおける励物実馳
等の災施にMIIする避本術釧・

その他、骸当する倫理脂針があれば妃入すること

（指針の名称： ）

□□ロ ■

□ロ□ ■

（※1）当肱研訓諸が当餓研究を実施するに当たり遵守すべき愉珊柑針にIMIす-る倫理委員会の審証が済んでいる叫合は、 「瀞正済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審誰が完了していない珊合は、 『来術御にチェックすること。

その他（特記蛎項）

【燕丁米形斑に鵬合は、その馴由を肥戦すること。
(※3）肥止川の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究にIMする倫理指針」に地拠する場合は、当該項目に配入すること。

5．厚生労側分蝶の研究活仙における不正行為への対応について

’’ 受誰■ 未受鮴ロ研究倫理教育の受灘状況

6利姉相反の脅理

）有■無口(無の場合はその理由：当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

）有■無口(無の場合は委托先機関当研究機関におけるCO$ I委瓜会設麓の有無

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
分担研究者の所属する機関の長も作成すること，

沙ご


